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令和５年中泊町教育委員会９月定例会会議録 

 

日時 令和５年９月２７日（水） 

午前１０時００分 

場所 中泊町役場２階 委員会室２ 

 

【議事日程】 

   開会 

 １ 会議録署名委員の決定 

２ 会期の決定 

   議案の審議 

３ 議案第２５号 中泊町部活動地域移行検討委員会設置要綱の制定について 

４ その他 

閉会 

 

【出席委員】 

教育長 鈴木 信也、 教育長職務代理者 宮越  寛、 委員 東山 綾子、 

   委員 角田 龍二 

【欠席委員】 

   委員 佐井川 智道 

【説明のため出席した職員】 

   教育課長 田中 綾人、課長補佐 宮越 敏宜、課長補佐 白崎 春樹、 

【署名委員】 

   委員 東山 綾子、 委員 角田 龍二 

---------------------------------------------------------------------------------- 
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（午前１０時００分 開会） 

 

〇教育長 定刻となりました。ただいまの出席委員数は４名です。定足数に達していますの

で、これより令和５年中泊町教育委員会９月定例会を開会します。 

    本日の議事日程は、お手元に配付されているとおり、１議案、その他となっており 

ます。 

日程第１、「会議録署名委員の決定」を行います。会議録署名委員は、会議規則第 

   ２０条第３項の規定に基づき、東山 綾子 委員、角田 龍二 委員を指名します。 

 日程第２、「会期の決定」を議題にします。お諮りします。本定例会の会期は、本 

日１日としたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇教育長 ｢異議なし｣と認めます。したがって、本定例会の会期は、本日 1日と決定しま 

した。 

 

＜議案第２５号＞ 

〇教育長 日程第３、これより「議事」に入ります。議案第２５号「中泊町部活動地域移行

検討委員会設置要綱の制定について」を議題にします。事務局に説明を求めます。 

〇教育課長 議案第２５号「中泊町部活動地域移行検討委員会設置要綱の制定について」ご

説明いたします。 

議案書をご覧ください。 

    学校の部活動は、スポーツ・文化芸術に興味・関心のある同好の生徒が自主的・自

発的に参加し、各部活動の責任者いわゆる顧問の指導の下、学校教育の一環として行

われてきました。 

しかし、少子化が進展する中、部活動を従前の体制で運営することが難しくなって 

きており、また、専門性や意思にかかわらず教師が顧問を務める指導体制を継続する 

ことは、学校の働き方改革を進めようとしている昨今の時代背景の中で一層厳しくな 

るものと考えられます。 

このことから、スポーツ庁及び文化庁では、令和２年９月１日付けの「学校の働き 

方改革を踏まえた部活動改革について」を発表しました。部活動の教育的意義を認め

つつ、更なる学校の働き方改革を実現するため、令和５年度以降、休日の部活動の段
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階的な地域移行を図ることとしており、また、令和４年１２月には「学校部活動及び

新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」を策定し、学校と

地域との連携・協働により、地域における休日の新たなスポーツ・文化芸術環境の整

備を着実に進める考えを示したところです。 

当町においても、少子化に伴って部活動数及び部活動に加入する生徒数の減少が進 

んでおり、今後も更に少子化が進むことが見込まれていることから、スポーツ庁及び

文化庁の動きを踏まえ、休日の部活動の地域移行を推進にあたり、地域スポーツ、学

校、保護者等の関係者で構成する検討委員会を設置するものであります。 

なお、検討委員会では、指導者の確保や受け皿となる運営団体等の有無などの実態 

を把握するとともに、地域の関係団体等と連携して、地域移行に向けた推進計画を作

成するものです。 

 また、本委員は、地方自治法２３０条の２第１項及び地方公務員法第３条第３項第

２号に基づく特別職の地方公務員であることから、委員長 4,000 円、委員 3,500 円の

報酬と居住地ごとの費用弁償の支給を予定しており、中泊町報酬及び費用弁償に関す

る条例の改正を町長部局に依頼しているところです。 

 以上、本議案のご説明といたします。よろしくお願いいたします。 

〇教育長 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

〇角田委員 今の部活動は週どの位指導しているのですか。 

〇教育課長 大体ですが、週の指導回数は５回、総合文化部が４回、文芸部が２回になって

います。 

〇教育長 部活動の回数は、部活動の規定によってルール化してやっていると思います。 

     他に質疑ありませんか。 

（なしの声あり） 

〇教育長 質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

〇教育長 議案第２５号を採決します。お諮りします。本案は、原案のとおり承認すること

にご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

〇教育長 異議なしと認めます。したがいまして、議案第２５号は、原案のとおり承認され

ました。 
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＜その他＞ 

〇教育長 日程第４、その他として、何かありますか。 

    まず、事務局から何かありますか。 

〇教育課長 ①「青森県民駅伝競走大会」結果の報告 

 ②「中泊町部活動地域移行検討委員会名簿（案）」について説明 

③「学校医の人事案件」について説明 

〇宮越課長補佐 次回の定例会は１０月３０日（月）を予定しています。 

〇教育長 ①「公設塾の進捗状況」について報告 

     ②「自転車用ヘルメット購入費助成」の申請状況について 

     ③「2026 国スポデモンストレーションスポーツ（ビーチサッカー）」中泊町会場に 

ついて報告 

〇教育長 他によろしいですか。 

    それでは以上をもちまして、令和５年中泊町教育委員会９月定例会を閉会します。 

 

（午前１０時４３分 閉会） 

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

署  名 

 

中泊町教育委員会会議規則第２０条第３項の規定により、ここに署名する。 

 

 令和５年 月  日 

 

 教 育 長    鈴 木 信 也 

  

 署 名 委 員    東 山 綾 子 

 

 署 名 委 員    角 田 龍 二 
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 会議の書記 

  中泊町教育委員会 

教育課課長補佐  宮 越 敏 宜 

 


